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規約第６号 

会館の管理及び運営に関する規約 
 

制定 平成 ２年１月２２日 

改正 平成 ９年３月２７日 

改正 平成１９年３月１６日 

改正 平成２１年６月２５日 

改正 平成２６年３月１１日 

改正 平成２６年６月１７日 

改正 令和 ６年１月２３日 

改正 令和 ７年６月２４日 

 

第 1章 総  則 

 

（趣    旨） 

第 １ 条   この規約は、燕商工会議所（以下「商工会議所」という。）の会館（以下 

       「会館」という。）の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

（名称及び所在地） 

第 ２ 条   会館の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名 称   燕商工会議所会館 

（２）所在地   燕市東太田 6856番地 

 

第２章 会館の管理 

 

（管理の分掌      ） 

第 ３ 条   会館の管理は、専務理事が統括し、総務企画課がこれに当たる。 

     ２  専務理事は、会館の各室の管理責任者を定めなければなならない。 

（管 理 人      ） 

第 ４ 条   商工会議所は、会館の管理に従事させるため管理人を置くことができる。 

（管理業務の委託） 

第 ５ 条   商工会議所は、必要に応じて、会館の管理業務の一部を専門的技能を有 

する者に委託することができる。 

（会館の開閉      ） 

第 ６ 条   会館の開閉及び休館の日時は、次のとおりとする。 

         開 館    午前 ９時 

         閉 館    午後１０時 

         休 館    燕市産業カレンダーの休日 

     ２  やむを得ない理由により前項に定める日時以外に開閉する必要があると 

       きは、あらかじめ総務課へ申し出てその承認を得なければならない。 
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第３章 会議室等の使用 

 

（会議室等の使用） 

第 ７ 条   商工会議所は、会館の会議室等を一般の使用に供することができる。 

     ２  本章において「会議室等」とは、２階、第１会議室・記帳指導室       

指導室、３階、青年部研修室・研修室、新館研修室Ⅰ・新館研修室Ⅱをい

う。 

（使 用 手 続      ） 

第 ８ 条   会議室等の使用を希望する者は、会館施設使用申込書（様式第１号・様 

式第２号）により、あらかじめ専務理事の承認を受けなければならない。 

ただし、１ヵ月以前の予約申し込みはできない。 

     ２  専務理事は、前項の承認に、会館の管理運営上必要な条件を付すること 

       ができる。 

（使用の制限）  

第 ９ 条   専務理事は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、 

会議所等の使用を承認せず、又は使用の承認を取り消し、若しくは使用の 

停止を命ずることができる。 

（１）公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあるとき。 

（２）危険物を使用するものであり、災害発生のおそれがあるとき。 

（３）会議所の業務に支障をきたすおそれがあるとき。 

（４）その他会館の管理運営上支障があるとき。 

（使用料の納付） 

第 10 条   会議室等を使用する者（以下「使用者」という。）は、別表に定める使用 

料を前納しなければならない。ただし、専務理事が特別の理由があると認め

るときは、後納とすることができる。 

（使用料の減免） 

第 11 条   専務理事が公益上その他特別の理由があると認めるとき、使用料を減免 

することができる。 

（使用料の不返還） 

第 12 条   既に納入した使用料は、返還しない。ただし、専務理事が特別な理由が 

あると認めるときには、その全部又は一部を返還することができる。 

（使用者の義務） 

第 13 条   使用者は、会議室等の施設、設備、器具又は備品（以下単に「施設等」 

という。）を損傷し、又は減失しないように注意するとともに、商工会議所

の指示に従わなければならない。 

     ２  使用者は、会議室等の使用を終了したときは、その使用した会議室等の 
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       施設等を原状に回復しなければならない。 

     ３  使用者が会議所等の施設等に損害を生じさせた場合は、専務理事が相当 

       と認める損害額を賠償しなければならない。ただし専務理事は、やむを得 

       ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することがで 

       きる。 

（器具持込の承認） 

第 14 条   会館に特別の設備を施す場合、又は特別の機械器具を持ち込む場合は、 

あらかじめ総務課の承認を得なければならない。 

 この場合、会館において要した費用は実費を徴収する。 

（備品持出の禁止） 

第 15 条   会館施設の備品は、専務理事が特別の事由があると認めた場合のほか持 

ち出しを禁止する。 

（賃 貸 物 件      ） 

第 16 条   会館施設の一部を、商工会議所において適当と認めた者に賃貸すること 

ができる。 

（申込並びに賃貸借契約） 

第 17 条   前条の会館施設の一部を賃借しようとする者は、様式第３号により商工 

会議所に申し込み、賃貸承諾の通知を受けたときは、遅滞なく賃貸借契約を

締結しなければならない。 

（免    責） 

第 18 条   会館使用中の事故・損害および使用者と来場者間のトラブルについて燕

商工会議所は一切の責任を負わない。 

（補    則） 

第 19 条   この規約に定めるもののほか、必要な事項は専務理事が別に定める。 

 

附 則 

 

１．この規定は平成２年１月２２日に制定し、平成２年２月１３日から施行する。 

２．この規定の施行に伴い、燕産業福祉会館管理・運営に関する規程（昭和５６年１２月１

７日制定）を廃止する。 

 

附 則 

 

１．この改正規定は、平成９年４月１日から施行する。 

２．この改正規約は、平成１９年３月１６日から施行する。料金改定 

３．この改正規約は、平成２１年６月２５日から施行する。貸室追加 

４．この改正規約は、平成２６年３月１１日に施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

料金改定 
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５．この改正規約は、令和６年１月２３日に施行し、令和６年４月１日から適用する。（貸

室一部変更・料金改定） 

６．この改正規約は、令和７年６月２４日から適用する。（免責） 

 

 


